
株式会社 Smile-LAB. 

虐待及び身体拘束適正化のための指針 
 

１．事業所における虐待防止に関する基本的な考え方 

 虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止

法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資するこ

とを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行

為のいずれも行わない。 

（１）身体的虐待 

 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利

用者の身体を拘束すること。 

（２）性的虐待 

 利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者にわいせつな行為をさせること。 

（３）心理的虐待 

 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、又は不当な差別的な言動、その他の利

用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

（４）放棄・放置（ネグレクト） 

 利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による身体的虐待・

性的虐待・心理的虐待と同様の行為の放置、その他の利用者を擁護すべき職務上の義務を著

しく怠ること。 

 

２．事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むもの

であるという認識のもと、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の

尊厳の保持・人格の尊重を重視し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身

体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束を行わない療育の実施

に努める。 

個々の心身の状況や障がいの特性を理解した上で、身体拘束を行わない療育の実施をする

ことが原則であるが、例外的に以下の３つの要素を全て満たす状態にある場合は、必要最低

限の身体拘束を行うことがある。 

（１）切迫性 

生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと 

（２）非代替性 

身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと 

（３）一時性 

身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること 

 

３．虐待防止及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以下、「委員会」と

いう。）に関する事項 

（１）委員会の設置及び開催について 

 虐待防止及び身体拘束等の適正化に努める観点から委員会を設置する。委員会は、年に 1 

回以上開催し、次のことを協議する。 

 ・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること 

 ・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること 

 ・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること 

 ・職員が虐待等を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関

すること 

 ・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関す

ること 

 ・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

（２）委員会の運営責任者及び担当者について 

 委員会の運営責任者は管理者とし、担当者は各事業所の管理者、サービス提供責任者の他、

委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者を選出し、構成する。 



 

４．虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

（１）職員研修の実施について 

虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修を年１回以上及び新規採用時に研修の

中で実施する。 

（２）研修内容について 

 研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に

基づき権利擁護及び虐待防止、身体拘束の適正化を徹底する。研修の実施内容については、

研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。 

 

５．虐待発生時の対応に関する基本方針 

 虐待等が発生した場合には速やかに市の福祉課に報告するとともに、その要因の除去に努

める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位

の如何を問わず厳正に対処する。 

また、緊急性の高い事案の場合には、市の福祉課及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利

と生命の保全を優先する。 

 

６．身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針 

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、やむを得ず身体拘束を

行わなければならない場合、以下の手順に従って実施する。 

（１）委員会の実施 

緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、切迫性・非代替性・

一時性の三要件を全て満たしているかどうかについて評価し、確認する。また、当該利用者

の家族等と連絡をとり、身体拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議す

る。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の

弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をし

た場合は、拘束の方法・時間帯・期間・場所等について検討し、確認する。また、早期の段

階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。 

（２）利用者本人や家族等に対しての説明 

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方

法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う

可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、な

お拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と方向性、利用者の状態

などを確認・説明し、同意を得た上で実施する。 

（３）記録 

専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し

共有するとともに、身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。ま

た、実施した身体拘束の事例や分析結果について、職員に周知する。なお、身体拘束の検討・

実施等に係る記録は 5年間保存する。 

（４）拘束の解除 

上記の記録と再検討の結果、身体拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束

を解除し、利用者・家族等に報告する。 

 

７．苦情解決体制の整備 

 保護者及び障害児からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置、その他必

要な措置を講ずるものとする。 

 

８．当該指針の閲覧に関する基本方針 

 本指針は、利用者やその家族等が自由に閲覧できるように各事業所内に常設し、文書また

はホームページ等で公表する。 

 

附 則 

本指針は、2021年 6月 2日より施行する。 


